
試料採取日 ダイオキシン類の濃度 法令基準値

 １号炉 平成２３年１１月０７日 　　０．００００８０

 ２号炉 平成２３年０９月２１日 　　０．０００２４

 ３号炉 平成２３年１１月０８日 　　０．０００２０

平成２４年０１月０４日 　　０．５６ １０

平成２３年１１月２１日 　　０．０２４ ３

平成２３年１１月２１日 　　０．０３７ ３

平成２３年１１月２１日 　　０．００００７３ ３

１号炉 平成２３年１１月１０日 　　０．０２０

２号炉 平成２３年１０月０４日 　　０．０１５

３号炉 平成２３年１０月０５日 　　０．００１９

小型炉 平成２３年１１月０９日 　　０．０８９ １０

平成２３年１０月０５日 　　０．２２ １０

平成２３年１０月０４日 　　２．４

平成２３年１０月０４日 　　０．２３ ３

平成２３年１１月１０日 　　０．８２

平成２３年１１月１０日 　　０．０００１０ ３

平成２３年１１月０７日 　　０．００１４ １０

平成２３年１１月０７日 　　０．０４６

平成２３年１１月０７日 　　０．０４６

平成２３年１１月０７日 　　０．２３

平成２３年１１月０７日 　　０．１３

　　毎年、清掃施設から排出される排出ガスなどのダイオキシン類濃度の定期測定を実施しています。

　　平成２３年度に実施した結果は表のとおりで、法令で定める基準値を下回っていました。

　　　今後も市では、工場の燃焼管理などでダイオキシン類の発生削減に努めてまいります。
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※北清掃工場のばいじんは、法令基準の適用を受けません。
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　    市ではダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、


